
　　　　　　　　第９８期末（平成１８年３月３１日現在）　貸 借 対 照 表

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

29,460 689,725

現 金 13,816 当 座 預 金 17,826

預 け 金 15,644 普 通 預 金 220,391

340 貯 蓄 預 金 9,208

10,997 通 知 預 金 1,820

91 定 期 預 金 425,207

商 品 国 債 91 定 期 積 金 8,259

金 銭 の 信 託 10,120 そ の 他 の 預 金 7,010

有 価 証 券 144,655 3,007

国 債 41,247 借 入 金 3,007

地 方 債 88 0

社 債 25,262 未 払 外 国 為 替 0

株 式 19,949 5,000

そ の 他 の 証 券 58,107 18,404

貸 出 金 539,736 未 払 法 人 税 等 828

割 引 手 形 9,133 未 払 費 用 1,576

手 形 貸 付 55,180 前 受 収 益 972

証 書 貸 付 423,575 給 付 補 て ん 備 金 6

当 座 貸 越 51,846 金 融 派 生 商 品 1,001

483 そ の 他 の 負 債 14,018

外 国 他 店 預 け 239 1,686

買 入 外 国 為 替 64 2,051

取 立 外 国 為 替 178 3,462

9,094 723,337

前 払 費 用 1,580

未 収 収 益 1,196 （資 本 の 部）

金 融 派 生 商 品 18 11,300

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 893 8,910

そ の 他 の 資 産 5,405 資 本 準 備 金 8,910

13,171 8,555

土 地 建 物 動 産 12,863 利 益 準 備 金 1,829

保 証 金 権 利 金 308 任 意 積 立 金 8,764

7,746 当 期 未 処 理 損 失 2,038

3,462 当 期 純 損 失 2,414

　△　14,699 2,336

241

△　20

31,324

754,661 754,661

     手形貸付のうち金融機関貸付金　　  　 　　　　－　百万円   　　   借入金のうち金融機関借入金　　　   　　　　－　百万円

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 負 債

資 本 金

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 資 産

社 債

支 払 承 諾

外 国 為 替

動 産 不 動 産

負 債 の 部 合 計

預 金現 金 預 け 金

外 国 為 替

借 用 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

科　　　　　　目科　　　　　　目

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

負債及び資本の部合計資 産 の 部 合 計

資 本 の 部 合 計

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株 式 等 評 価 差 額 金

自 己 株 式

土 地 再 評 価 差 額 金貸 倒 引 当 金

支 払 承 諾 見 返



(注)１． 　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  ２． 　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

  ３． 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株

式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等（株式

は決算期末月１カ月平均）に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについて

は移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全

部資本直入法により処理しております。

４． 　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時

価法により行っております。また、有価証券運用以外を主目的とする金銭の信託において信託財産を構成している有

価証券の評価は、上記２．及び３．と同じ方法によっております。

５． 　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

  ６． 　動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）に

ついては定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　建  物　５年～５０年

　　動  産　３年～２０年

  ７．   自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（勘定系基幹システム関連については８年、その

他は５年）に基づく定額法により償却しております。

  ８． 　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

  ９． 　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて

いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上し

ております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る

債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま

す。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監

査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回

収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

６，２２９百万円であります。

  １０． 　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

　　　過去勤務債務　　　　その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法によ

　　　　　　　　　　　　　り費用処理

　　　数理計算上の差異　　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法により

　　　　　　　　　　　　　按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理

  １１． 　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引については、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によっております。

  １２． 　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関

する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号。以下「業種別監査委員会報

告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

  １３． 　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の

会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号。以下「業種別

監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、

外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手

段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認

することによりヘッジの有効性を評価しております。

  １４． 　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、動産不動

産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。

  １５． 取締役及び監査役に対する金銭債権総額　１１百万円

  １６． 子会社の株式総額　１，０３６百万円

  １７． 子会社に対する金銭債権総額　３，５３１百万円

  １８． 子会社に対する金銭債務総額　　　９０４百万円

  １９． 　動産不動産の減価償却累計額　７，９５７百万円

  ２０． 　動産不動産の圧縮記帳額  １６７百万円

  ２１． 　貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部については、リース契約により使用しております。

  ２２． 　貸出金のうち、破綻先債権額は２，９６３百万円、延滞債権額は２５，０８４百万円であります。

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号の

イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目



的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

  ２３． 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１９８百万円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  ２４． 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は６，４６１百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。

２５． 　破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は３４，７０７百万円であり

ます。

　なお、２２．から２５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

  ２６． 　手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、９，２７７百万円であります。

  ２７． 　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産

　　　有価証券　　１２，２４６百万円

　　　預け金　　　　　　　２３百万円

　　　その他の資産　　　　　２百万円

　担保資産に対応する債務

　　　預金　　　　　２，８８６百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１８，５０７百万円及びその他の資産８百万円を差し入れ

ております。

  ２８． 　ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で「繰延ヘッジ損失」として計上しております。なお、上記相殺前の

繰延ヘッジ損失の総額は８９３百万円であり、繰延ヘッジ利益は発生しておりません。

  ２９． 　土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。

　再評価を行った年月日　平成１０年３月３１日

　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１１９号）第２条第４号に定める財産評価基本通達に基づいて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な調整を行って算出

　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額　　３，７４５百万円

  ３０． 　借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金３，０００百万円が

含まれております。

  ３１． 　社債には、劣後特約付社債５，０００百万円が含まれております。

  ３２． 　１株当たりの純資産額３５２円７９銭

  ３３． 　旧商法施行規則第１２４条第３号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額はありません。

  ３４． 　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」「社債」

「株式」「その他の証券」のほか、「商品国債」が含まれております。以下３８．まで同様であります。

  売買目的有価証券

        貸借対照表計上額　　　　　　　　　　９１百万円

        当期の損益に含まれた評価差額　　　　△３

  満期保有目的の債券で時価のあるもの

       　 　貸借対照表　  　       　時  価　       差  額

          　計  上  額                                     　　　　　うち益         うち損

    国債  　　　　２４６百万円    　　　２５７百万円　　　　１０百万円　　　　１０百万円　　　　　－百万円

    地方債  　　　　８８　　　    　　　　８９　　　　　　　　０　　　　　　　　０　　　　　　　　－

    社債  　　　　４６０　　　    　　　４７３　　　　　　　１２　　　　　　　１２　　　　　　　　－

    その他  １０，２２７　　　    　８，９６０　　　△１，２６７　　　　　　１１６　　　　１，３８４

　　  合計  １１，０２２　　　    　９，７７９　　　△１，２４３　　　　　  １４１　　　　１，３８４

  子会社・子法人等株式で時価のあるものはありません。

  その他有価証券で時価のあるもの

        　　　取得原価　    　貸借対照表 　      　　評価差額

          　　　　　　　　　　計　上　額                          　　　うち益         うち損

  株式  　　１４，５７１百万円    １７，０９０百万円  　２，５１９百万円　３，１１１百万円　　　５９１百万円

　債券  　　６８，３９３　　　    ６５，６２２　　　  △２，７７０　　　　　　　１６　　　　２，７８６

　　国債  　４３，２２０　　　    ４１，００１　　　  △２，２１９　　　　　　　　０　　　　２，２１９

　　社債  　２５，１７２　　　    ２４，６２１　　　    　△５５０　　　　　　　１６　　　　　　５６６

　その他　  ４５，８７５　　　    ４６，４１１　　　  　　　５３５　　　　　  ９５４　　　　　　４１８

    合計  １２８，８４０　　　  １２９，１２５　　　  　　　２８４　　　　４，０８２　　　　３，７９７

　　　なお、上記の評価差額に繰延税金資産△１１５百万円を加えた額１６９百万円が、「株式等評価差額金」に含

　　まれております。



  ３５． 　当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。

  ３６． 　当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

　                 売却額        　　　　売却益　　　　　　売却損

　              ９２，１６５百万円    ３，３５４百万円    　１８９百万円

  ３７． 　時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

                   内容    　　　　　　　　　　貸借対照表計上額

  子会社・子法人等株式

　　　　　　　　子会社・子法人等株式  　　　　　　１，０４１百万円

  その他有価証券

　　　　　　　　非上場株式（店頭売買株式を除く）　１，８１７百万円

　　　　　　　　国内私募債　　　　　　　　　　　　　　１８０

　　　　　　　　組合出資　　　　　　　　　　　　　１，４６８

  ３８． 　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。

                  １年以内         １年超５年以内        ５年超１０年以内          １０年超

    債券　　　　８，８２０百万円    １６，２０９百万円    　８，８９４百万円    ３２，６７２百万円

      国債　　　５，５００　　　    　　　　　－　　　    　４，９１７　　　    ３０，８２９

      地方債　　　　　３８　　　    　　　　５０　　　    　　　　　－　　　    　　　　　－

      社債　　　３，２８２　　　    １６，１５９　　　    　３，９７７　　　    　１，８４２

    その他  　　１，５２４　　　    　９，５８０　　　    　３，５２４　　　    　５，５２８

      合計　　１０，３４５　　　    ２５，７８９　　　    １２，４１８　　　    ３８，２０１

  ３９． 　金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。

  その他の金銭の信託

　　　　取得原価　　　　　　　　 　　　１０，０００百万円

　　　　貸借対照表計上額       　　　　１０，１２０

　　　　評価差額　　　　　   　　　　　　　　１１９

　　　　　うち益 　　　　　　　　　　　　　　２３７

　　　　　うち損　　　　　　　　　　　　　　 １１８

　　　なお、上記の評価差額に繰延税金資産△４８百万円を加えた額７１百万円が、「株式等評価差額金」に含まれ

　　ております。

  ４０． 　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら

の契約に係る融資未実行残高は、４１，４６８百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の

時期に無条件で取消可能なものが４１，４６８百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。

  ４１． 　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号平成15年10月31

日）を当期から適用しております。これにより税引前当期純損失は３２百万円増加しております。

　なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に基づき減価償却累計額を直接控除に

より表示しているため、減損損失累計額につきましては、各資産の金額から直接控除しております。

  ４２． 　旧商法第２８０条ノ１９第１項に規定されていた、取締役及び使用人に付与している新株引受権の内容は次のと

おりであります。

　対象となる株式の種類　普通株式

　対象となる株式の総数　４６９千株

　新株の発行価額（行使価額）　１株につき４６２円

  ４３． 　銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ（１０）に規定する単体自己資本比率（国内基準）　９．４８％



第９８期  　 損益計算書

（単位：百万円）

金　　　　　　　　　　　額

30,556
18,186

貸 出 金 利 息 13,111
有 価 証 券 利 息 配 当 金 4,813
コ ー ル ロ ー ン 利 息 51
買 現 先 利 息 2
預 け 金 利 息 46
金利スワップ受入利息 22
そ の 他 の 受 入 利 息 138

2,997
受 入 為 替 手 数 料 651
そ の 他 の 役 務 収 益 2,346

4,616
国 債 等 債 券 売 却 益 584
そ の 他 の 業 務 収 益 4,031

4,755
株 式 等 売 却 益 2,948
金 銭 の 信 託 運 用 益 1,445
そ の 他 の 経 常 収 益 361

32,396
1,375

預 金 利 息 904
譲 渡 性 預 金 利 息 1
借 用 金 利 息 28
社 債 利 息 3
金利スワップ支払利息 356
そ の 他 の 支 払 利 息 81

1,824
支 払 為 替 手 数 料 91
そ の 他 の 役 務 費 用 1,733

783
外 国 為 替 売 買 損 506
商 品 有 価 証 券 売 買 損 3
国 債 等 債 券 売 却 損 164
国 債 等 債 券 償 還 損 108

10,721
17,690

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 12,507
株 式 等 売 却 損 177
株 式 等 償 却 73
金 銭 の 信 託 運 用 損 0
そ の 他 の 経 常 費 用 4,932

1,839
51

動 産 不 動 産 処 分 益 46
償 却 債 権 取 立 益 4

1,108
動 産 不 動 産 処 分 損 38
減 損 損 失 32
子 会 社 株 式 償 却 986
そ の 他 の 特 別 損 失 51

2,897
1,448

△ 1,931
2,414

550
40
51

221
44

2,038

（注）1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 子会社との取引による収益総額　１２８百万円

子会社との取引による費用総額　７２２百万円

3. １株当たり当期純損失金額　２７円１９銭

平成１７年　４月　１日から
平成１８年　３月３１日まで

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

科　　　　　目

そ の 他 業 務 収 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

税 引 前 当 期 純 損 失
法人税、住民税及び事業税

利 益 準 備 金 積 立 額
当 期 未 処 理 損 失

法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 損 失
前 期 繰 越 利 益
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額
退 職 給 与 積 立 金 取 崩 額
中 間 配 当 額

経 常 損 失

そ の 他 経 常 収 益

特 別 利 益

特 別 損 失




